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従来、会計制度に対する認識は「企業の財政状態及

び経営成績を適正に示すツール」にとどまっていました。

ところが90年代後半から「会計とは、企業経営の羅針盤

である」、「会計を知らなくては経営は出来ない」という考

えが広がり始め、今や、会計制度は経済社会の根幹を

なす基本構造（インフラストラクチャー）であるという理解

に至っています。

会計制度への認識がこのように変化した大きなきっか

けは、経済のグローバル化であり、そこから派生した金

融システム改革および会計ビッグバンです。今回は、その

流れに焦点を当てて説明します。

1. 経済のグローバル化とは
経済のグローバル化とは、資本や労働力が国境を越え

て活発に移動し、貿易や海外への投資が増大することに

よって、世界における経済的な結び付きが深まることを指

します。企業の立場に立つと、原材料や労働力、資金の

調達の範囲が広がると同時に、そのスピードも加速化す

ることを意味します。近年は、情報技術（IT）の革命的な

進展により、インターネットを通じた情報伝達が飛躍的に

発展し、物流や資金移動の加速化につながっています。

戦後世界を二分していた米ソ冷戦時代は、1990年の

東西ドイツの統一、1991年のソビエト連邦の崩壊によっ

て終わりを遂げ、旧ソ連・東欧陣営が一斉に西側の市場

経済体制へ移行しました。また、1992年には中国が「社

会主義市場経済」への移行を提唱したこともあり、市場

経済の世界は急速に拡大しました。そこで先進国企業

を先頭に各国企業が急速に、この拡大した世界市場を

ビジネスチャンスとして取り込もうと、経済活動をグローバ

ル化させました※1。

1980年代までは、先進国が途上国から原材料を調達

し、工業製品を途上国へ輸出する取引形態が主流でし

たが、1990年代以降、生産コストを大幅に引き下げるた

め、先進国間における生産分業も活発に進みました。例

えば、自動車生産の場合、個々の部品をすべて一国で

製造するのではなく、価格の安い国からそれぞれ調達し、

生産工場のある国で組み立てるといった具合です。同時

に、欧米では政府が貿易や投資に対する地域的な取り

組みを強力に推進しました。1993年にはマーストリヒト条

約に基づいて欧州連合（EU）が発足し、1999年には単

一通貨であるユーロが導入されました。米国でも1994年

に北米自由貿易協定（NAFTA）が発効しました。

その結果、世界全体の財およびサービスの総輸出額※1

は、1990年の4.2兆ドルに対し、2000年には7.6兆ドルと、

10年間で1.8倍に増えています。世界全体の直接投資

残高※2を見ますと、海外資本による国内投資である「対

内直接投資」は、2000年に1.15兆ドルとなり、10年間で4.8

倍の増加、自国資本が海外へ投資する「対外直接投

資」は2000年で1.27兆ドルとなり、10年間で6.35倍と増加

しています。

2. 日本におけるグローバル化の特徴
日本では、1991年にバブルが崩壊し、金融機関の不

良債権、企業の再編、企業再生といった諸問題が次々

と顕在化しました。その処理に追われる中で日本経済

は停滞し、グローバル化も、欧米諸国に比べて緩やかな

進展にとどまっています。経済のグローバル化が進展す

れば、直接投資は対外的・対内的ともに増加するものと

考えられますが、対外・対内直接投資の残高※3は、2000

年度において、それぞれ2.8千億ドル（対国内総生産比

6.5％）・0.5千億ドル（同1.2％）となっており、先進国と言

われる米国の26.2（28.1％）・28.0（30.1％）；英国の9.0

（63.6％）・4.8（34.1％）；ドイツ国の4.2（20.0％）・2.5

（12.0％）と比較して、極めて低い水準にあると言えます。

日本のグローバル化の進展が遅い理由のひとつに、

行政府の厳しい規制および手厚い保護が挙げられま

す。第二次世界大戦後、日本は荒廃した国土や経済を、

一刻も早く再建する必要がありました。そのために行政

府が取った政策が、中央政府に権限を集中し、行政主導

で価格競争を出来るだけ排除し生産拡大に専念させる

というものでした。政府は、産業および金融の両セクター

を厳しい規制下に置き、金融セクターが集めた資金を基

幹産業へ融資するよう誘導しました。

日本企業の国際競争力が高まるにつれて、日米間の

貿易不均衡を巡る摩擦が次第に激しくなり、ドル高を是

正するため1985年、プラザ合意がなされ、急激な円高と

なりましたが、500億ドルを超える対米貿易黒字は解消さ

れず、1989～1990年にかけて日米構造協議が開かれ、

日本は規制緩和を強く推進することで合意しました。し

かし、なかなか思うようには進展しなかったようです。
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3. 金融システム改革
1980年代後半から欧米諸国に金融不安が広がり、こ

れに対処すべく、1988年に、いわゆるBIS（Bank for

International Settlements＝国際決済銀行）合意が成

立し、国際業務に参加する金融機関は、健全性と安定

性の確保のために自己資本比率を8％以上に保つべき

こととされ、日本では法制化の上1993年3月期から実施

されました。

当時、邦銀は、大蔵省の厳しい参入規制や業務規制

によって安定的な収益を維持しており、対外的にも、1982

年にはユーロ取引の中心であるロンドン市場における預

金シェアは米国銀行を抜き、1986年には約4割※4を占める

までに至りました。しかし、BIS規制が始まると、日本の金

融機関の中には自己資本比率が4％に満たないところも

少なからずあり、早急に資本増強を図る必要に迫られま

した。増資したものの、同規制の水準に容易に追いつけ

ず、自己資本比率を上げるために融資を抑制するなどし

たため、景気の後退および企業の業績悪化を招き、かえっ

て不良債権が増える悪循環となりました。同時に、バブル

期の不動産向け過剰融資がバブルの崩壊とともに表面

化し、不良債権はますます膨れ上がりました。1995年頃

から、不良債権の処理が追いつかなくなった金融機関が

市場から退場を迫られ、金融機関の早期是正措置の導

入（1998年3月期）に伴う資産の自己査定の実施の影響

もあり、1997年秋には、都市銀行の一角を担っていた北

海道拓殖銀行が経営破綻したほか、金融市場の信認を

失い、準大手の三洋証券が破綻し、四大証券会社のひ

とつの山一證券が自主廃業に追い込まれました。その

結果、日本では深刻な金融システム不安が広がりました。

そこで、1998年に金融再生・早期健全化関連法が成立

し、さらなる銀行の破綻に備えて「金融再生委員会」が

設置され、金融機関の自己資本充実のために公的資金

を投入する仕組みがつくられました。これによって不良債

権処理と金融システム改革の諸施策が推進されました。

金融システム改革は、グローバル化の流れの中で、市

場原理を中心にとらえて大胆に規制緩和し、金融取引

の透明性を高めるための運動として進められたのです。

4. 会計制度の認知
前述した1997年秋の大型金融機関の経営破綻をきっ

かけに、欧米諸国から日本の会計基準や公認会計士監

査制度に対する信頼性を疑問視する声がクローズアッ

プされるようになりました。経営破綻した企業の直前の

決算期の財務諸表を見ると、いずれも、財政状態に問題

なく、監査人から適正意見※5が出されていたためです。

実態は多額の債務超過に陥っていたにもかかわらず、

表面上は健全な財務状態を保っていた理由のひとつに、

不良債権を親会社から子会社へ移す方法がありまし

た。当時の日本では、個別財務諸表を主体とする開示

が主流だったため、このような企業集団の実態を反映し

ない処理が許されていたのです。

そこで1999年3月、ディスクロージャー制度の骨格をな

す企業内容等の開示に関する政令等ならびに財務諸

表等の監査に関する政令等が、連結情報を中心とした

制度確立のために、大幅に改正されました。加えて、従

来、諸規則の取扱いを詳細に記していた取扱要領およ

び取扱通達が、法的拘束力の希薄なガイドラインとして

全面的に見直されました。それ以降、途中において会計

基準設定主体が企業会計審議会から民間・常設の財

務会計基準機構に移管されるとともに、日本の会計基準

は次々と改訂され（会計ビッグバン）、2003年の「企業結

合に係る会計基準」をもって、一応の完成をみました。こ

うして完成した日本の会計基準は、国際場裡において、

30年の永きにわたって資本市場の動向を反映しながら

徐々に築き上げられてきた会計基準と比較しても遜色

のないものとなっています。

各企業が開示する財務諸表も、会計ビッグバンの進展

に伴って信頼性を増し、今や、会計制度は日本経済の

インフラストラクチャーとなっていることが、社会から認知

されたのです。
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